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登録できるのは、在宅生活をおくっていて、災害時に

自力又は家族の協力による避難が困難な方のうち、 

以下①～⑤のいずれかにあてはまる方です。 

①要介護３、４、５  ②身体障害者手帳１、２級  

③療育手帳 A   ④精神障害者福祉手帳１級 

⑤災害時の避難行動に支援が必要な方で、避難支援

等関係者への平常時からの情報提供に同意する者 

 

 

 

久留米市セーフコミュニティでは、重点取組として「地域防災力の向上」に取り組んでいます。 

避難に時間のかかる人（高齢者

や障害のある人など）は、 

危険な場所から避難しましょう 

避難のポイント 

新型コロナウイルス感染症対策の

ため、マスク・消毒液を防災グッズ

に入れておきましょう。 

 

危険な場所から全員 

避難しましょう 

命が危険な状況 

警戒レベル５の発令を 

待ってはいけません！ 

防災グッズを確認しましょう！ 

“もしも”のために、「まずは登録」 

 

災害時の避難に 

支援が必要な方は 

ご登録ください 
避難に 

支援が必要な方 

久留米市 
消防団 

自治会 

民生委員 

社会福祉協議会 

日頃の声かけ 

避難情報の伝達 など 

登録内容を 

共有 

名簿を作成 

避難時に手助けが必要な方はいませんか？ 

※名簿の登録が、確実な支援や安全を 

保証するものではありません 

 

（登録・問合せ） 

健康福祉部 地域福祉課 

電話 ０９４２-３０-９１７４ 

FAX 0942-30-9752 

ハザードマップで、自宅や 

勤務先などが安全な場所か 

確認しておきましょう 

セーフコミュニティ通信 

No.59(R2.6 月号)参照 

避難情報のポイント ～避難勧告は廃止！/避難指示で必ず避難！ 

自宅での安全が確保

できる場合 

 安全な地域に親戚や

友人などがいる場合 

安全が確保できない場合は避難所へ 

在宅避難 

 

分散避難 

 

自宅の２階なども 

 
３密を 
回避 

 

さ い が い          み       ま も     じ ゅ ん び 

「避難
ひ な ん

行動
こうどう

要支援者
ようしえんしゃ

名簿
め い ぼ

」 

ほか 

久留米市ホームページ 
(ハザードマップ) 

 
 

久留米市 災害対策 動画 

動画でも解説 
してるっぱ！ 

・・       ・・ 


